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県民健康福祉村現況調書 

 

 1 公園の設置目的  

県民健康福祉村は、令和８年４月１日から都市公園（名称は変更予定）として開設す

る公園である。 

 県民の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とした総合

公園となる。 

 「埼玉県県民健康福祉村条例」に基づき設置された県民健康福祉村は、都市公園への

移行に伴い廃止する。 

 都市公園化に伴い、屋内施設のときめき元気館及び屋外施設のうち、ソフトボール場

を廃止する。 

 ソフトボール場以外のテニスコートや多目的運動場などの施設は、都市公園移行後も

継続して利用する。 

 

 2 公園の概要  

（1）位置    越谷市大字北後谷地内 

 

（2）開設年月日 屋外施設：昭和６２年５月 

 屋内施設：平成８年６月 

 

（3）公園面積  ２１．３ ｈａ 

 

（4）公園利用者（人） 

 

 有料屋外施設利用者数 

 テニス 多目的 合 計 

R5年度 62,956 25,899 88,855 

R6年度 63,054 22,869 85,923 
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（5）主な施設 

［施設区分］             ［施  設  名］  有料 無料 

1［修景施設］ 野鳥の池・修景池 ３８，０００ ㎡  ○ 

2［遊戯施設］ 

多目的大芝生広場 ２３，６４０ ㎡  ○ 

冒険広場 １０，７００㎡ 

滑走系遊具（ダッシュランナー（R7.6.23現在故障中）、

ロープウェイ） 

跳躍系遊具（チャレンジバンク、V字ジャンプ）ローラー

スライダー） 

登はん運動系遊具(ウォール渡り、ロープクライミング) 

揺動系遊具（４連ブランコ） 

懸垂運動系遊具（パワフルロード(R7.6.23現在故障中)) 

懸垂運動・跳躍系遊具（ターザンジャンプ） 

振動系遊具（スプリングいぬ、スプリングうま、スプリ

ングパンダ） 

複合系遊具（わくわくへびくんコンビ、プレイポートワ

ンダー） 

平衡運動系遊具（V字つり橋） 

 

○ 

健康遊具エリア 

健康遊具 １３基 

 
○ 

3［運動施設］ 

テ ニ ス 場 ６，２９０ ㎡ ８面(全面砂入り人工芝) ○  

多目的運動場 １４，２００㎡ １面 サッカー等（芝） ○  

ジョギングコース １周 １，８３０ ｍ ゴムチップ舗装 

ウォーキングコース 総延長 ２，０８０ｍ 細粒アス

コン舗装 各幅２．５ｍ 

 

 

〇 

サイクリングコース １周 ２，０２０ ｍ 幅３ｍ※ 

※令和８年４月以降、ソフトボール場に仮設管理事務所が建設さ

れるため、一部コースが使えなくなる。 

 ○ 

ローラースケート場 １周 ２７０ｍ 幅３ｍ  〇 

4［便益施設］ 

駐車場 ５８１台（７か所）（内障害者用１０台）※ 

※ときめき元気館西側及び北側の駐車場（１２２台(内障害者用 

10台)）については、令和９年１月以降、ときめき元気館解体工事

のため使用できなくなる。 

 ○ 

便所 ９箇所 （屋外８か所、管理等内１か所）    〇 

5［管理施設］ 

管理棟 ２７２㎡  管理事務所、機械室、電気室、研

修室、会議室、その他管理スペース※ 

※管理事務所は令和9年1月以降解体工事を開始する。仮設管理事

務所はソフトボール場へ設置する。 

 

   

○ 
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（6）主な建物（建築物） 

   ・県民健康福祉村 建物一覧表参照（別紙１） 

 

 3 施設供用日、供用時間等 ※令和６年度実績  

 

 ［施設名］   ［開設期間・日数］   ［開園時間］   ［休園日］ 

管理事務所 令和６年４月１日から 
令和７年３月３１日まで 
      （３０６日間） 

 

午前８時から午後５時

１５分まで 

毎週月曜日 
（休日の場合は次の平日） 

１２月３日、 
１２月２９日から
１月３日 

テニスコート 

 

３０６日 

令和６年４月 １日（月）

から 

令和７年３月３１日（月）

まで 

火曜日から土曜日 

午前９時から午後９時 

日曜日・祝日 

午前 ９時から 

午後 ５時 

月曜日（月曜日が祝

日の場合は翌日） 

１２月３日、１２月

２９日から１月３

日 

多目的運動場 

 

３０６日 

令和６年４月 １日（月）

から 

令和７年３月３１日（月）

まで 

火曜日から日曜日 

午前９時から午後５時 

月曜日（月曜日が祝

日の場合は翌日） 

１２月３日、１２月

２９日から１月３

日 

テニスコート

照明 

  

２３６日 

令和６年４月 １日（月）

から 

令和７年３月３１日（月）

まで 

火曜日～土曜日（祝日除

く） 

午後５時から午後９時 

月曜日（月曜日が祝

日の場合は翌日） 

１２月３日～１２

月７日、１２月２９

日から１月３日 

 

 

 4 職員体制 ※ときめき元気館廃止を前提とした職員体制  

（1）職員配置（単位:人） 

    常勤職員及び非常勤職員を配置、他に臨時職員を配置している。 
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（2）勤務体制 

（単位：人） 

合計 
 

土・日 月 火～金 勤務時間 備  考 

日 

勤 

帯  

常 勤 2～4 1 2～4 08:30～21:45 職員の勤務時間

は  

8：30～17：15 

非常勤 3～4 1～3 3～6 08:30～21:45 

臨 時 8～10 0 5～9 08:30～21:45 

計 13～18 2～3 10～19 08:30～21:45 

朝 

夜 

帯  

ときめき元気館内は機械警備機械業務委託で対応、駐車場開閉業務は業務委託で対応 

 

 5 管理実態  

（1）園地図 

   ・県民健康福祉村 園内図参照（別紙２） 

 

（2）管理業務 

    ・県民健康福祉村 現状管理業務一覧参照（別紙３） 

   ・県民健康福祉村 管理費内訳及び収入実績参照（別紙４） 

 

（3）主要設備機器 

   ・公園 主要設備機器一覧表参照（別紙５） 

 

（4）施設運営電力等契約状況 

○電 気 （契約種別・契約電力） 

     ・業務用電力・135kw 

     ・従量電灯C・40kVA 

     ・従量電灯C・6kVA 

     ・従量電灯B・40A 

     ・従量電灯B・40A 

○電 話  ７回線 

○上水道 （契約口径・引込数）75㎜・1本 

○ガ ス （用途）冷暖房用 

○軽 油 （用途）草刈り機、非常用発電機 

 

（5）遊具点検 
［主な遊具］ 

 ・滑走系遊具 2 基（ダッシュランナー、ロープウェイ） 
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 ・跳躍系遊具 3 基（チャレンジバンク、V 字ジャンプ、ローラースライダー） 

 ・登はん運動系遊具 2 基（ウォール渡り、ロープクライミング） 

 ・揺動系遊具 1 基（４連ブランコ） 

 ・懸垂運動系遊具 1 基（パワフルロード） 

 ・懸垂運動・跳躍系遊具 1 基（ターザンジャンプ） 

 ・振動系遊具 3 基（スプリングいぬ、スプリングうま、スプリングパンダ） 

 ・複合系遊具 2 基（わくわくへびくんコンビ、プレイポートワンダー） 

 ・平衡運動系遊具 1 基（V 字つり橋） 

 ・健康遊具 13 基 

 

 

［点検］ 

 ・外注分：専門業者による点検を年１回実施している。 

 ・直営分：日常点検として、公園敷地内の巡回当番職員による目視点検を行っている。 

      週に 1 回、打診や揺診などの詳細な点検を行っている。 

      年に 2 回、一斉安全点検として、より詳細な点検を行っている。 

 

（6）運動施設管理（建築物を伴うものを除く） 
   ・テニスコート   砂補充、ブラシ掛け等 

   ・多目的運動場  草刈り 

 

（7）修繕リスト 

   ・県民健康福祉村 修繕工事一覧参照（別紙６） 

 

（8）有料施設の利用状況 

    ・県民健康福祉村 有料施設利用状況参照（別紙７） 

 

（9）設置・占用・行為許可の状況 
      ・県民健康福祉村 設置・占用・行為許可一覧参照（別紙８） 

 

（10）貸与可能備品 
   ・県民健康福祉村 備品台帳参照（別紙９） 

 

（11）有料施設の利用料金等の設定 
   ・県民健康福祉村 利用料金一覧参照（別紙 10） 

 

（12）県営公園利用者アンケート結果 
   ・県民健康福祉村 県営公園利用者アンケート集計結果（別紙 11） 

   ※令和７年５月２１日（水）～６月２０日（金）web アンケートにより実施 

   ※県 HP や県公式 SNS（LINE 等）での周知及び公園管理事務所窓口等で利用者に回
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答の協力を呼びかけて実施 

 

 ６ 特記事項  

（1） 県民健康福祉村は、令和８年３月３１日に「埼玉県県民健康福祉村条例」に基づ

く公の施設として廃止となり、令和８年４月１日からは、都市公園法に基づく都市

公園に移行する。 

（2） 新たな公園の名称は、令和７年１０月頃の都市公園法告示により告示する。 

（3） ときめき元気館及び屋外施設のうちソフトボール場については、令和８年３月３

１日をもって廃止する。 

（4） ソフトボール場以外のテニスコートやランニングコースなどの屋外施設は、都市

公園に移行後も継続して利用する。 

（5） 屋内施設廃止後も、仮設管理事務所が設置されるまでは、現在の管理事務所を継

続して使用する。 

（6） 現在の管理事務所から仮設事務所への移転に係る費用は県が負担を予定してい

る。その他、管理事務所に係る取り扱いは、新たな指定管理者と協議し決めていく。 

（7） 令和８年４月以降、P-PFI 導入の可能性について調査・検討を行う。検討状況に

よって、新管理事務所の設置場所や形態、建設時期が変わるため、検討の進捗状況

については、随時新たな指定管理者と協議をし決めていく。 

（8） 令和８年４月以降の工事等のスケジュールは下記を予定している。 

 

【スケジュール】 

時 期 内 容 

令和８年４月 ・都市公園法に基づく都市公園に移行 

・ときめき元気館の廃止 

・ソフトボール場の廃止 

６月 ・仮設管理事務所建設工事開始（場所：ソフトボール場） 

・仮設管理事務所建設に伴う外構整備開始 

１２月 ・仮設管理事務所完成 

令和９年１～２月 ・仮設管理事務所に移転 

・ときめき元気館北側及び西側駐車場利用停止 

３月 ・ときめき元気館解体着手 

令和１０年３月 ・ときめき元気館解体完了 

 

 

 



























別紙１１

県民健康福祉村利用者アンケート結果

回答数 47

回答数 47

回答数 47

【問１－４】あなたがお住まいの市町村を教えてください。
さいたま市（西区） 0 春日部市 1 三郷市 0 横瀬町 0
さいたま市（北区） 0 狭山市 0 蓮田市 0 皆野町 0
さいたま市（大宮区） 0 羽生市 0 坂戸市 0 長瀞町 0
さいたま市（見沼区） 1 鴻巣市 0 幸手市 0 小鹿野町 0
さいたま市（中央区） 1 深谷市 0 鶴ヶ島市 0 東秩父村 0
さいたま市（桜区） 0 上尾市 1 日高市 0 美里町 0
さいたま市（浦和区） 2 草加市 3 吉川市 0 神川町 0
さいたま市（南区） 2 越谷市 15 ふじみ野市 0 上里町 0
さいたま市（緑区） 2 蕨市 0 白岡市 0 寄居町 0
さいたま市（岩槻区） 3 戸田市 1 伊奈町 0 宮代町 0
川越市 0 入間市 0 三芳町 0 杉戸町 0
熊谷市 0 朝霞市 0 毛呂山町 0 松伏町 0
川口市 13 志木市 1 越生町 0 ★県外（群馬県） 0
行田市 0 和光市 0 滑川町 0 ★県外（栃木県） 0
秩父市 0 新座市 0 嵐山町 0 ★県外（茨城県） 0
所沢市 0 桶川市 0 小川町 0 ★県外（千葉県） 0
飯能市 0 久喜市 0 川島町 0 ★県外（東京都） 1
加須市 0 北本市 0 吉見町 0 ★県外（その他） 0
本庄市 0 八潮市 0 鳩山町 0
東松山市 0 富士見市 0 ときがわ町 0

回答数 47

回答数 47

運動専用施設での運動・・・体育館、テニス、野球など軽い運動・・・散歩やジョギングなど

20代
4.3%

30代
25.5%

40代
36.2%

50代
17.0%

60代
17.0%

【問１－１】あなたの年齢を教えてください。

無回答

2.1%
男

42.6%
女

55.3%

【問１－２】あなたの性別を教えてください。

自営業

10.6%
常勤（会社員、公務員など）

48.9%
パート・アルバイト（学生以外）

14.9%
主婦・主夫

14.9%
無職

4.3%
その他

6.4%

【問１－３】あなたの職業について教えてください。

ほぼ毎日

4.3%
週に１～３回程度

19.1%
月に１～２回程度

36.2%
２～３か月に１回程度

23.4%
年に１～２回程度以下

17.0%

【問２ー２】その公園の利用頻度を教えてください。

無回答

2.1%

徒歩・ランニング

6.4%
自転車・バイク

14.9%
自家用車

70.2%
電車・バス

2.1%

その他

4.3%

【問２－３】その公園への交通手段を教えてください。
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休憩、のんびり過ごす

自然観察・動植物の鑑賞

散歩・散策

飲食店の利用や持ち込みによる飲食

子ども・家族・友人と遊ぶ

趣味の時間を過ごす（写生や写真撮影など）

公園内の文化施設（博物館や水族館）の利用

軽い運動…

運動専用施設での運動…

スポーツの観戦

ペットと遊ぶ

読書、リモートワーク

公園で開催されるイベントの参加

その他

【問２－４】その公園の利用目的について教えてください。



別紙１１

屋外スポーツ施設・・・テニスコート、野球場、サッカー場など アーバンスポーツ施設・・・スケートボードパーク、ボルダリングなど

【問２－７】その公園の管理や運営に関して意見があれば教えてください。（主な意見）

○　ランニングで利用しているが交通について不便を感じている。最寄駅からの移動手段が少なく、短期的にはシェアサイクル、長期的には
　　舎人ライナーの延伸など、福祉村への交通手段を充実させることにより、より魅力的な公園になるかと思う。（30代・男性）

○　4歳、2歳の男の子を連れて使っています。お広くて遊具も安心して遊ばせられます。ありがとうございます。もう少し遊具増えて欲しいなと感じて
　　ます。遊具エリアでのスケートボードや自転車の暴走が目立つ。たまに注意喚起の放送は流れるものの、耳を傾ける利用者は少ない。もう少し
　　公園管理を行う人の目があれば改善されるのではないかと思う。巡回してくれる人が欲しいと思う。（30代・女性）

○　修理中の遊具は早めに直してほしい。日陰の休み所を増やしてほしい。サイクリングを借りる時に、チケット支払いにとても並ばされることが
　　あるので、並ばないで済む仕組みづくりをしてほしい。子供の意見：サイクリングを無料にしてほしい。（40代・女性）

○　スケートリンクの路面ひび割れや凸凹が大きく目立つ箇所が増えてきているので、補修若しくは新舗装して頂けたら有り難いです。（40代・男性）

○　清掃等の管理をしてきれいな環境を保っていって欲しいと思う。池はもっと活用方法がありそうに思う。（50代・男性）

○　売店やご当地グルメをおいてほしい。埼玉産の野菜など、規格外のものを安く売っていただけたら助かります。運動、遊びがてらに、買い物や
　　グルメを堪能出来たら嬉しい。（40代・女性）

○　イベントやボランティアで清掃や草取りや剪定など公園の管理などに関わるコトもしてみたいとは思っていても関わり方がわからないです。
　　みんなの公園であり、こんなコトしてるしできるんだよという宣伝もわかりづらいです。（60代・女性）

○　公園をお花のエリアを拡大してほしい。季節によって楽しみたい！（50代・女性）

○　キッチンカーがもっと来てくれると嬉しい。お昼ご飯に困ることが多いです。（40代・男性）
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安らぎやくつろぎを得られる環境

水や緑などの自然や多様な生態系が存在する環境

清掃や管理が行き届いた清潔で快適な環境

賑わいと活気がある環境

高齢者、障がい者なども気軽に利用できる場

子どもの遊びや成長の場

家族、友人で団らんやレクリエーションができる場

趣味や文化活動ができる場

スポーツやレクリエーションができる場

イベント開催等により来場者が多く訪れる場

地域住民やボランティア団体等の人々の交流の場

ヒートアイランド緩和や地球温暖化防止に資する場

避難場所など防災拠点となる場

地域の歴史や文化を伝える場

施設や設備が安全安心に利用できる場

その他

【問２－５】その公園で残してほしいもの、こうあってほしいものを教えてください。
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散策ができる園路

駐車場・駐輪場

自然と親しめる林や池

芝生広場

花壇や花畑

休憩場所（テーブル・ベンチ）

トイレ、手洗い場

案内表示や解説板

レストラン、カフェ

コンビニ、売店

無料Wi-Fiスポット、充電スポット

授乳施設、おむつ交換台

子どもが遊べる遊具（屋外）

子どもが遊べる施設（屋内）

健康遊具やジョギングコース

BBQ場などのアウトドア施設

屋外スポーツ施設…

アーバンスポーツ施設…

屋内スポーツ施設（体育館など）

屋内文化施設（博物館、展示館など）

イベントスペース

ペットに関する施設（マナーを学べる場など）

特にない

その他

【問２ー６】その公園をより良くするために、必要な施設や設備があれば教えてください。




























